
日時：令和８年２月12日（木）10:00 ～ 12:00
場所：大分県介護研修センター 小ホール



大分県自立支援協議会
専門部会・ワーキング等の取組について

議題１
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議題１－①

2



（ ）

【今後の取組】
 ○相談支援体制の強化に向けた取組 (基幹相談支援センター設置促進及び機能強化)
 ○主任相談支援専門員、の効果的な活用に向けた推薦及び選定方法の整理

令和８年１月２６日（月）13：30～15：３0

相談支援・研修部会

（４）国研修の推薦について
【説明】
・法定研修の講師等養成研修に対し市町村推薦を追加したい旨を報告
【意見】
・推進協や福祉士会たけだと独占になるため市町村推薦も可能とした方が良い。
・サビ児管研修のファシリは充実してきたが、市町村で核となる人材発掘は進めてい
きたく、市町村推薦はあった方がよい。

　➨（事務局対応・回答）市町村への推薦要請は行い、推薦者は法定研修の講師・

ファシリテーター経験者より推薦いただく。

協議内容
（課題・問題
点・継続協議

等）

令和7年度 第3回 部会名

開催日時

大分県庁舎 新館 136会議室

８名中８名

（１）相談支援従事者人材育成ビジョンの改訂について
（２）状況報告について
（３）主任相談支援専門員の推薦数と選定方法
（４）国研修の推薦について

開催場所

参加委員数

主な議題等

（１）相談支援従事者人材育成ビジョンの改訂について
【説明】
・改訂案の内容、２月開催の大分県自立支援協議会（本会）の承認をもって改訂する
旨を報告
【意見】
・ビジョン内「５．大分県の現状」に障害福祉計画に基づく医ケア児や基幹・拠点の
PDCA、にも包括、児発センター機能の取組みについて各市町村の動きを記載し、見
える化を進めることを、次回の改訂の時には検討して頂きたい。

　➨（事務局対応・回答）次回改訂を進める際には委員の意見を聞き取り、実施した

いと考える。

（２）状況報告について
【説明】
・基幹相談支援センターの設置状況および次年度の目標とスケジュールを報告
【意見】
・なし

（３）主任相談支援専門員の推薦数と選定方法
【説明】
・主任相談支援専門員の推薦枠は最大１８名を確保しつつ、市町村の意見および推薦
数に基づき人数は調整したい旨を報告。
【意見】
・令和８年度まで基幹相談支援センターの努力義務があることから、基幹設置・運営
に必要な主任数を確保すべきである。そのためには、現状を把握し分析を行う必要が
ある。
・市町村が主任をどの様に活用したいのか、市町村も主任の活用について理解する必
要がある。
・基幹だけでは無く、特定にもバランスよく設置は必要。特定のモチベーションをあ
げ、基幹・特定が連携し協議会を盛り上げる必要がある。

　➨（事務局対応・回答）基幹の主任の設置状況や市町村の活用、必要数を調査し、

５月の第１回相談支援部会で報告したいと考える。継続検討とさせて頂きたい。
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議題１－②
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（ ）

協議内容
（課題・問題点
・継続協議等）

【意　見】
（地域生活支援拠点等、にも包括、基幹相談支援センターに関するもの）
 ○相談支援事業所の質の向上に向けて、基幹相談支援センターに取り組んでほしい。
 ○拠点や基幹の取組について、医療機関に対する周知が足りていない。地域移行の取組を
 　連携して進めていくためにも、医療機関の職員にももっと知っていただく必要がある。
 ○障がいのある方の安心の確保ができる地域づくりということで、親なきあとと拠点の
 　取り組みをしっかりと関連付けてほしい。
 ○にも包括については、メンタルヘルスに関する課題をキャッチしていくとともに、
 　メンタルヘルスを身近に感じていただく啓発活動も重要。

（強度高度障がいに関するもの）
 ○強度行動障がいにおいて在宅医療は困難。家族が休憩するため病院に入れてくれないか
 　という話もあるのが現実である。制度の立て付け上医療は入っていないが、医療分野を
 　議論に組み込んでいく必要があるのでは。
 ○医療分野にはまだまだ頼らないといけない状況、拠点取組で一次対応できたとしても、
 　二次対応という問題。少なくとも圏域レベルで体制整備を。
 ○強度行動障がいの受け入れ先がないというのは各市町村共通の課題。強度行動障がいに
 　対応していると発信しているところでも受け入れを断る実態がある。原因的なところ、
 　環境因子だけではない構造的原因等も含めた研修会を人材育成として実施してほしい。

 ⇒国研修を受講した方については県研修の講師をお願いしている。今後、地域ごとに中核
 　となる事業所の職員に受講してもらうなど、広域的支援人材の取組を広げるとともに、
 　自事業所以外についてもご支援をいただき、県内事業所における強度高度障がいの支援
 　力向上を図っていきたい。

（地域移行・地域定着全体に関するもの）
 ○地域移行というが、状態が悪くなった時にどうするかという議論が不十分。
 ○地域移行については、数値目標に目線が行き過ぎていないか。地域移行を進めるので
 　あれば、退院後または退所後のフォローもしっかりと取り組んでいくべきである。
 ○移行して終わりではない。退院後３か月弱で状態が悪くなり再入院という事例もある。
 　また、支援がなければ、引きこもりや地域からの断絶など、どうにもこうにもならなく
 　なってしまうことがあるということを考えておく必要がある。

【今後の取組】
 ○市町村における地域生活支援拠点等の各機能ごとの検証・検討
 ○地域移行・地域定着の取組の促進
 ○強度行動障がいに対応できる体制支援

令和７年度 第２回 部会名 地域移行専門部会

開催日時 令和８年２月３日（火）１８：３０～２０：００

大分県庁別館　Ｂ１１会議室

全９名中８名参加

 （１）基幹相談支援センター及び地域生活支援拠点等の役割について
 （２）大分県における地域移行に関する令和７年度の取組について
 　　①　地域生活支援拠点等及び基幹相談支援センターの状況について
 　　②　精神障がい者地域移行ワーキングの取組について
 　　③　その他（強度行動障がいの取組について）
 （３）障害児入所施設に入所する障がい児等の移行状況及び障がい者グループホーム
　　　（共同生活援助）入居状況調査について
 （４）大分県における重層的支援体制整備の取組状況について
 （５）「地域移行・地域定着支援事例集」の更新について

開催場所

参加委員数

主な議題等
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議題１－③
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（ ）

（１）及び（２）について
【説明】
・第１回目の自立支援協議会、地域移行専門部会の概要を説明。
・第１回目のワーキングの内容を説明。
【意見】
・意見なし

（4）精神障がい者地域移行ワーキングの名称変更について
【説明】
・精神障がい者地域移行ワーキングの名称について、「にも包括構築推進ワーキング」へ
の改名を提案。
【意見】
・参加者より改名について異議なし。以後、「にも包括構築推進ワーキング」とする。取
組内容、位置づけについては変更なし。

令和7年12月15日（月）15：00～17：00

精神障がい者地域移行ワーキング

協議内容
（課題・問題
点・継続協議

等）

（３）にも包括構築推進に向けて～各地域における取組の現状と課題～
【説明】
・県の２つの取組（医療と福祉の相互理解に向けた研修、にも包括県密着ADの市町村派
遣）を説明。
・県密着ADの石川氏よりADは県の進捗やAD派遣時の説明事項、市町村からあがった質
問について説明いただいた。
・各委員よりそれぞれの地域での取組の現状と課題を説明していただいた。

【意見】
〇「にも包括」の周知について
・市町村のコア会議では、にも包括の取組の認知がされているのか？という意見が出て、
まずは周知が必要だと認識している。
・病院の相談員は、にも包括という言葉を聞いたことはあるというが浸透していない。
⇒別府市障害者自立支援協議会では、一般向けに「にも包括普及啓発パンフレット」を作
成している。他市町村でも取組の横展開ができると良い。

〇取組状況について
・にも包括の目標達成に向けたステップ4段階の第1段階に、「誰が見ても協議の場と言
える」という説明があったが、一般事業所としてはコア会議やどの組織で何をしているか
が見えてこない。点が線になるともう少しうまくいくのに、それぞれがそれぞれで頑張っ
ている状況。
・取組状況を整理していく中で、にも包括の取組として意識していなかったことも、にも
包括の取組の一環なのだということに気づく事が出来た。
⇒既にある取組を整理して可視化し、取組を共通認識できると良い。
　持続可能な協議の場にするため、官民共同で取り組むことも大事。

・医療機関における退院支援について、病院によって熱量に差がある気がする。
⇒「医療と福祉の相互理解に向けた研修」や、各市町村・圏域協議の場に医療関係者にも
参画してもらうなど医療機関を巻き込む取組が必要。

令和7年度 第2回 部会名

開催日時

大分県庁舎　本館　正庁ホール

14名中11名

（1）令和７年度第１回自立支援協議会・地域移行専門部会の概要報告
（2）令和７年度第１回精神障がい者地域移行ワーキングの振り返り
（3）にも包括構築推進に向けて～各地域における取組の現状と課題～
（4）精神障がい者地域移行ワーキングの名称変更について

開催場所

参加委員数

主な議題等

【今後の取組】
 ○精神障害にも対応した地域包括ケアシステムに係る各市町村協議の場の設置推進と
 　活性化及び県・圏域・市町村毎の協議の場の連動
 ○医療と地域のさらなる連携の促進
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議題１－④
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（ ）

令和８年１月２９日（木）1８：３0～1９：３0

こども部会

協議内容
（課題・問題
点・継続協議

等）

②医療的ケア児支援について
・特別支援教育課が実施する「通学時の医療的ケアの実施及び通学支援」について、通学
中に医療的ケアが必要な方が対象とのことだが、具体的にどういう状態を想定しているの
か。

　➨（事務局対応・回答）呼吸器管理など、移動中にケアが想定される方が対象となる。

保護者にアンケートをとり、移動中に医療的ケアが必要な児童生徒を把握したところ。
ニーズはたくさんあるが、予算の都合を考慮しながら利用条件等を絞ったところ。
・宿泊学習における医療的ケアの実施に当たり、訪問看護事業所のマンパワー的問題から
対応が難しい現状がある。今後事業を続けていくに当たり、学校看護師を活用する等何か
検討しているか。

　➨（事務局対応・回答）おっしゃるとおり訪問看護での対応はマンパワー的に限界があ

る状況。今後も有用な事業になるように引き続き対応を考えていきたいと思う。
・中間施設整備に向けた協議の場の設置について、レスパイト入院の受入が可能な医療機
関の拡充を目指しているとのことだが、一方で障害福祉課では短期入所の受入拡充を増や
す取組を実施している。福祉サービスの短期入所と医療のレスパイト入院を比べると、自
己負担が発生しないレスパイト入院の方を保護者としては希望するもの。短期入所を今後
うまく機能させていくため、障害福祉課と医療政策課の連携を図っていただきたい。

　➨（事務局対応・回答）中間施設整備に向けた協議の場には障害福祉課も参加し、積極

的に携わっていく。ご意見いただいた件についても今後協議の場で検討していきたい。

【今後の取組】
〇医療的ケア児の受け入れ体制の整備
〇地域の児童発達支援センターを中心とした地域支援体制の整備

令和7年度 第2回 部会名

開催日時

オンライン開催

９名中８名

医療的ケア児と発達障がい児の支援
～令和７年度の取組状況と令和８年度の取組予定について～

開催場所

参加委員数

主な議題等

【説明】
①発達障がい児支援についての概要を説明
②医療的ケア児支援についての概要を説明

【意見】
①発達障がい児支援について
・５歳児指導の記録は私立保育園での活用率が40％とあまり高くないが、保育士会で考
えられる原因があるか。
・保育の要録と５歳児指導の記録が２本立てになっており、1つに統一していないことか
ら現場に普及しきっていないのではないか。
・県として、通園児の記録は５歳児指導の記録に１本化できるのであれば、普及は進むと
思う。
・５歳児指導の記録については、児童発達支援センターを中心に読み取りをしっかり進め
るよう図ることも必要。大分市と保育所等訪問支援事業に向けに指導記録の普及を行った
が、保育所保育指針を知らない事業所も多い。

　➨（事務局対応・回答）5歳児指導の記録の保育園での普及に関してはいただいた意見

をこども未来課に情報共有する。障がい児通所支援事業所への普及による保育所保育指針
の理解促進についても、地域支援体制整備事業で児童発達支援センターを中心に進めてい
きたい。
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議題１－⑤
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令和７年度第１回多様な働き方検討会における主な意見について

【一般就労支援について】
○就労希望者の母数など、データを見る際の全体数の把握が必要。
○一般就労を開始する際に、なかぽつに登録するなどのつながりを作る仕組みを構築することで、
フォローアップ体制の充実、職場定着につながるのでは。

○雇用合同会議が年間１回となっているが、課題整理が目的なのか施策推進が目的なのか、テーマが見
えてこないところがある。可能であれば年２回は開催して欲しい。

【就労選択支援について】
○障がい者自身の選択肢を増やしていくために、体験の機会を色々と与えた上で選んでもらえるような
仕組みづくりが必要。

○就労選択支援制度の意義について、事業所の理解促進を図るための勉強会を開催してほしい。併せて、
支援学校に通われている生徒の保護者に対しても説明が必要では。

○就労選択支援の取組状況について、市町村や県がモニタリングやアセスメントできるような場を設け
ることが必要。

○職場体験を活用して、実際に働いている障がい者の方の仕事ぶりに触れる機会の創出や、就労選択支
援員が同行し仕事内容について理解を深めることが重要。中小企業家同友会も協力していく。

【就労継続支援について】
○優先調達について、県でも、市町村の調達方針の分析をしつつ、必要な声掛け、アドバイスをしてい
ただきたい。

○市町村自立支援協議会と協議を進めて、総量規制など適正量を図る動きを推し進めていただきたい。

令和７年度第２回多様な働き方検討会における主な意見について
【一般就労支援について（第１回の振り返り含む）】
○大分県における福祉的就労からの一般就労の割合を調査し、全国平均に持っていく取組が必要では。
○障がい者の求職登録状況の経年変化や、求職障がい者と就業中の障がい者の障がい種別ごとの割合な
ど、数字データの更なる分析が必要では。

○関係機関の十分な連携はもちろん、就労事業所の取組差で当事者が不利益を被ることがないよう、事
業所の質の確保を図っていく必要がある。

【福祉的就労（Ａ型事業所経営状況、Ｂ型事業所総量規制について）】
○Ｂ型事業所数はかなり多くなっており、利用者の獲得競争、囲い込みが問題であるように感じる。利
用者の獲得競争を激化させないような施策が必要では。

⇒総量規制については、関係する市町村及び団体の声を踏まえ、精査してきた。市町村計画に基づくも
のでもあり、まずは市町村にしっかりと計画量を見込んでいただき、そのうえで適正な福祉的就労の
あり方を検討していきたい。

【就労選択支援について】
○従来の就労アセスと同じ認識の方々がまだまだ多いように感じる。権利擁護の視点、すそ野を広げる
意識を浸透させるために、市町村就労支援部会などを活用したサービス事業所への学習会の実施を。

○就労選択支援実施期間については、国は原則１か月としているが市町村によって設定日数が異なる。
今後、各市町村において制度の意義を踏まえ、しっかりと議論をお願いしたい。

○市町村差もあり、就労選択支援を当事者や保護者、学校関係者に周知する機会が必要。
⇒特別支援学校など教育部門とは連携をしていかなければならない。校長会や自立支援協議会などを活
用して、しっかりと制度の意義等を周知していく場を検討していきたい。 11



令和８年度多様な働き方検討会の開催について

○令和７年度は、「障がい者の就労に関する課題の洗い出し」をテーマ
に計２回の会議を実施。

○これまでも就労に関する議論は自立支援協議会でも議論がされてきた
ところだが、本検討会で初めて聞く内容もある中、数値化したデータ
の共有などにより、新たな課題を見つけていくという協議の場として
一定の成果が出ているのでは。

○就労選択支援はまだ始まったばかりでもあり、関係機関も大きな関心
を持っている。

○今年度何か課題が解決したわけではなく、課題の洗い出しというとこ
ろでは、まだまだ課題は山積している状況。

○今後の見通しを立てていく必要はあるが、来年度については継続を前
提として議論を進めたい。
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議題２
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大分県障がい者相談支援従事者
人材育成ビジョンの改訂について

議題３

（３）大分県障がい者相談支援従事者人材育成ビジョンの改訂について

1

【相談支援従事者人材育成ビジョンの概要】
都道府県が主体となり、障がい福祉サービス等の利用計画作成などを担う相談支援専門員の質の向上と、安定的な
確保・育成を目的として策定する計画・指針。
県では大分県自立支援協議会（全体会）の承認を得て、令和５年４月に策定済み。
策定後３年が経過し、大分県自立支援協議会 相談支援・研修部会で見直しを行い、改訂するもの。

【経緯】

大分県自立支援協議会にて承認により策定令和5年3月15日

大分県障害者相談支援従事者人材育成ビジョンを施行令和5年4月

大分県自立支援協議会 相談支援・研修部会にて改訂案を策定することを
承認令和7年7月4日

大分県自立支援協議会 相談支援・研修部会にて改訂案を全体会に諮る
ことを承諾令和8年1月26日

全体会令和8年2月12日

市町村の最終チェックを実施令和8年3月

大分県障がい者相談支援従事者人材育成ビジョン Ver.2を施行令和8年4月

20



大分県自立支援協議会
来年度スケジュール（案）について

議題４

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

障がいのある方の就労に関する課題や問題点の洗い出し  等

※令和８年度の取組予定

市町村自立支援協議会取組状況把握･助言指導、ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ派遣事業(基幹相談支援ｾﾝﾀｰの設置、地域生活支援拠点等の整備･運用)
市町村自立支援協議会で明らかになった課題の検討 等

市町村担当者間の連携推進、市町村の取組の均てん化（優良事例の提供等）、情報共有・連携の推進  等

医療的ケア児・発達障がい児の支援のあり方等検討  等

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムに係る各市町村の協議の場の設置の推進と活性化、地域移行支援・地域定着支援の推進、
医療と地域のさらなる連携の促進  等

にも包括構築推進ワーキンググループとの連携及び協働、居住支援協議会との連携、地域移行支援・地域定着支援の推進、
障害児入所施設に入所する障害児の移行状況の把握・課題整理、地域生活支援拠点等整備への助言　等

研修体制の検討、市町村や専門員との連携強化、基幹相談支援センター設置促進及び主任相談支援専門員の活用 等

市町村担当者会議

子ども部会

地域移行専門部会

相談支援・研修部会

自立支援協議会

精神障がい者
地域ﾜｰｷﾝｸﾞ

多様な働き方
支援検討会(PT)

令和８年度大分県自立支援協議会関連スケジュール（案）

令和８年 令和９年

自立支援協議会

市町村担当者会議

事務局会議

多様な働き方
支援検討会(PT)

相談支援・研修部会

地域移行専門部会

子ども部会

にも包括構築推進
ワーキング

会議 会議

会議 会議

会議

会議

会議 会議

会議

会議 会議

会議

会議

会議

会議

事務局

会議

事務局

会議

事務局

会議

事務局

会議

事務局

会議
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その他報告事項

・総量規制に関することについて
・関係法令の改正について
（手話に関する施策の推進に関する法律）
（高次脳機能障害者支援法）
（こども性暴力防止法）

議題５
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Ｂ型事業所総量規制について

1

障害者総合支援法
第三十六条（中略）
２ 就労継続支援その他の厚生労働省令で定める障害福祉サービス（以下この条文及び次条第一項において「特定障害福祉サービス」という。）に係る

第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定は、当該特定障害福祉サービスの量を定めてするものとする。
（中略）

５ 都道府県知事は、特定障害福祉サービスにつき第一項の申請があった場合において、当該都道府県又は当該申請に係るサービス事業所の所在地を含
む区域（第八十九条第二項第二号の規定により都道府県が定める区域をいう。）における当該申請に係る種類ごとの 指定障害福祉サービスの量が、
同条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県障害福祉計画において定める当該都道府県若しくは当該区域の当該指定障害福祉サービスの
必要な量に既に達しているか、又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県障害福祉計
画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第二十九条第一項の指定をしないことができる。

障害者総合支援法施行規則
第三十四条の二十 法第三十六条第二項に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービス（第三十四条の二十二において「 特定障害福祉サービス」と

いう。）は、生活介護、就労継続支援Ａ型及び就労継続支援Ｂ型とする。

圏域における指定事業所の定員規模 大分県障がい者計画における利用計画量

Ｂ型事業所総量規制について

2

合計

北部西部豊肥南部中部東部

R8.1.1時点 宇
佐
市

豊
後
高
田

中
津
市

玖
珠
町

九
重
町

日
田
市

豊
後
大
野

竹
田
市

佐
伯
市

由
布
市

津
久
見
市

臼
杵
市

大
分
市

日
出
町

姫
嶋
村

国
東
市

杵
築
市

別
府
市

1,217
120101002050202055104975644215事業所の

定員数

就労継続
支援A型

230207020562315

1,109
1013112714747501530331039413322228110R7

計画量 259686530495192

1,182
109251161453152162838823479372533143R6

実績 250506828548238

6,131
244179373741228817215022899881102,5651671701451,067事業所の

定員数

就労継続
支援B型

7963743222282,8621,549

6,062
2701254256739293185120300130832042,39114012185160933R7

計画量 8203993053002,8081,430

5,908
2721204037339287193112301118852032,35913112188161851R6

実績 7953993053012,7651,343

※令和８年２月より東部圏域で就労継続支援B型の総量規制を開始。
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②手話通訳者養成事業

手話サークルで活動し

ているが、手話通訳の

実践経験がない者が基

礎的技術と倫理を学ぶ

もの

①手話普及啓発講座

未就学児や企業 等に

対し啓発講座を行い、手

話や聞こえないことへ

の啓発活動を行う

①手話の日のイベント実施

手話に関心をもってもらうた

めに、 「手話の日」（9/23）付

近でイベントを実施

②ICTを使った手話講座

子供向けのアプリ等を使用し

て、小・中学生を対象とした楽

しく手話を学べる講座を実施

④SNS広告

手話に関心をもって

もらい、手話施策推進

法を周知するための

広告を配信

手話関係事業
（障がい者差別解消・権利擁護推進事業）

⑤ポスター製作

手話に関心をもって

もらい、手話施策推進

法を周知するための

ポスターを作成

③啓発グッズ製作

聞こえないことや手話施策推

進法について啓発するパンフ

レット等を配布

現状・課題

・大分県手話言語条例を制定（R3.3）

・重点的に手話の普及・啓発を行う「手話普及プロジェクト」を実施（R3～R5）

・プロジェクト終了後も手話通訳者の養成講座と県民向け啓発講座を継続（R6～）

・手話施策推進法が成立（R7.6）

9/23「手話の日」が制定されるとともに、地方公共団体の３つの責務を規定

①手話の取得・使用に関する合理的配慮が適切に行われる環境整備、

②手話文化の保存・発展、学習の機会の創出 ③県民の理解の醸成

法制定に伴い、改めて手話施策の推進を図るとともに、
手話の日の周知に努める

令和６年令和５年令和４年令和３年

609231実施なし
啓発講座

（回）

134129126130
手話通訳者（人）

対
応
方
針

手話理解促進事業 手話施策推進事業

25



1

こども性暴力防止法について

こども家庭庁作成
こども性暴力防止法について（概要）より

2

こども性暴力防止法について こども家庭庁作成
こども性暴力防止法について（事業者向けリーフレット）より
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